
文藻外語大学日本語学科　新規インターンシップ受け入れ機関申請書
（本申請書はインターンシップ受け入れ先機関が記入してください）

記入日：    年    月    日
	機関（会社）名
	

	住所
	

	責任者氏名
	
	責任者役職
	

	連絡担当者氏名
	
	所属部署/役職
	

	連絡電話
	
	
	

	E-mail
	

	說明事項：
1.インターンシップ受け入れ機関は、法令に基づき正式に登録された企業であることが必要です。また、インターン生への給与および福利厚生は、すべて労働基準法の規定に従うものとします。 
2.インターンシップ契約は、本学指定の契約書を使用し、インターン生と個別契約を締結することはできません。 
3.毎月の給与は、労働基準法またはインターンシップ実施地域の最低賃金を下回らないことが求められます。 
4. 申請時には、本申請書および添付書類一～三に加え、以下の証明書類をご提出ください。
(1) 会社の営業許可証、設立認可書、会社登記簿／商業登記抄本、その他必要な許可証の写し（例：旅行業許可証、旅館業登録証、観光旅館業営業許可証など）
(2)　政府機関が認可した消防安全検査合格証明
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インターンシップ勤務条件概要添付書類1


評価日：    年    月    日
	業務内容
	

	必要条件
または専門性
	

	勤務時間
	週      時間
	シフト勤務
	□はい 　　　　  □いいえ
シフト方式:________ 

	残業時間
	□はい( ___時間/日
  または＿＿時間/週) 
□いいえ 
	宿泊
	□宿舎提供(寮評価表の記入をお願いします)  
□自己手配 

	給与
	□あり
時給 _________円,
または日給 _______円,
または月給 ________円,
□なし 
	その他手当
	□あり(詳細をご記入ください)         
□なし

	労働保険・健康保険の提供
	□あり        □なし 
	食事提供
	□あり (詳細をご記入ください)         
□なし

	契約締結への対応
	□あり    □なし 
	
	

	事前訪問支援
	インターンシップ受け入れ先を評価するために、教員が職場訪問を行う際の往復航空券および宿泊費を提供する。
□あり　□なし
	
	

	インターンシップ期間中の教員訪問支援
	インターンシップ期間中に教員が現場を訪問する際の往復航空券および宿泊費を提供する。
□あり　□なし
	
	*学期中のインターンシップ現地訪問回数：1回
*学年中のインターンシップ現地訪問回数：2回




                       (会社名) インターシップ業務計画添付書類2



	部門
	職種
	インターシップ業務の具体的な計画（箇条書きで記載）
	三段階
	スケジュール配分

	
	
	
	第一段階：学習期
	

	
	
	
	第二段階：熟練期
	

	
	
	
	第三段階：精進期
	

	
	
	
	第一段階：学習期
	

	
	
	
	第二段階：熟練期
	

	
	
	
	第三段階：精進期
	


（本表で書き足りない場合は、必要に応じて項目を追加してください）
説明：
台湾の文部科学省のインターンシップ科目に関する方針に基づき、新規のインターンシップ受け入れ先は、本表を必ず詳細に記入してください。
1. 部門：例）客室部門、ハウスキーピング部門、料飲部門など
2. 職種：例）客室係、フロントスタッフなど
3. インターシップ内容の具体的な計画：各職種ごとに実習内容を詳細に記載し、箇条書きでその職種の具体的な計画と目標を示してください。
4. 段階：第一段階「学習期」、第二段階「熟練期」、第三段階「精進期」と三段階に分けてください。
5. スケジュール配分：貴社の計画に応じて自由に設定してください。

6. 
インターシップ受け入れ機関評価表添付書類3


	評価項目
	評価内容
	評価重点
	受け入れ先自己点検
	学校側評価

	一、機構・組織制度30%
	1.組織運営
	1.各部門が計画に基づき適切に分担している。
2.各部門の運営が健全である。
	
	

	
	2.人事管理
	1.管理が適切で、従業員が親切で礼儀正しい。
2.人事制度が健全である。
	
	

	
	3.給与・福利厚生
	1.従業員の研修制度が整っている。
2.昇進制度が健全である。
3.福利厚生制度が充実している。
4.保険制度が健全である。
	
	

	二、安全衛生・紋々設備30%
	1.照明・換気設備
	1.採光・照明が基準を満たし、維持管理が良好。
2.空気の流通が良好である。
3.空気汚染防止対策が適切である。
	
	

	
	2.安全管理
	1.作業場が清潔で、表示が明確である。
2.消防設備が完備され、維持管理が良好である。
3.規定に基づき消防安全検査・申告及び消防訓練を実施している（消防検査合格照明を添付）。
4.設備・危機に安全防護聖地が設置されている。
5.救急箱を常備している。
	
	

	
	3.衛生管理
	1.環境衛生が良好である。
2.職場衛生が良好である
	
	

	三、インターン対応措置30%
	1.インターシップ教育訓練
	1.インターンシップ計画を理解している。
2.教育訓練計画が充実している。
3.インターシップ業務内容が学科の教育方針に合致している。
	
	

	
	2.技能訓練・指導
	1.専任の担当者が管理・指導を行っている。
2.指導者が専門知識と熱意を有している。
3.指導者が専門研修を受講している。
	
	

	
	3.レクリエーション活動
	1.休憩施設が整っている
2.レクリエーションや見学活動を実施している。
	
	

	四、その他10%
	
	1.労働基準法に基づく勤務時間・休憩時間を遵守している。
2.業務内容が体力的負荷を超えていない。
3.労働法令・男女平等法違反や重大な労災事故の有無。
□ なし
□ あり(改善策を添付)
	
	

	合計
	
	点
	点


                                     業者署名：                  
	学校側評価結果
	□ 合格         得点      □ 不合格          得点


備考：90-100点：一等；80-89点：二等；70-79点：三等；60-69点：四等。
70点以上を合格とします。
インターンシップ受け入れ機関は、評価表に基づき自己点検を実施し、関連する証拠資料を添付の上、本学科へ提出してください。提出された内容は評価の根拠とします。
